
エッサムの財務・税務・給与システムで対応

テレワーク・働き方改革

どこからでも利⽤可能なクラウド環境
 インターネットに接続できるPCがあれば、いつでも どこでも利⽤

できます。出張先や在宅での業務など、幅広いシーンでお使いいた
だけます。常に最新のシステムを利⽤でき、バージョンアップなど
のメンテナンス作業からも解放されます︕

⾃宅や外出先からのリモート活⽤
 会計事務所内のサーバで、データとプログラムを管理し、インター

ネット経由でリモート接続して利⽤します。 会計事務所の職員さん
の在宅勤務に最適です。また、顧問先でも利⽤することが可能で、
⾃計化促進にも役に⽴ちます。

セキュリティ対策はUTM（統合脅威管理）機器
 これ１台でネットワークセキュリティ対策は万全です︕

ウイルス（マルウェア）、不正アクセス、盗聴、改ざん、なりすま
しなど、ネットワークの脅威を防止できます。
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▶ 資料をご希望の場合は、こちらに記⼊のうえFAXをお願いします。

個⼈情報保護指針（https://www.e-pap.info/privacypolicy/）に則って適正に処理します。

【参考】

 税理士法
（使用人等に対する監督義務）
第四十一条の二 税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従
業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのな
いよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。

税理⼠の業務とテレワーク（在宅勤務）については、税理⼠・税理⼠法⼈の使⽤⼈等に
対する監督義務(法第 41 条の2)の適正な履⾏が求められています。

イー・パップなら出来ます︕
 ログイン・ログアウト履歴
 担当者別、顧問先別の業務処理履歴
 帳表印刷・プレビュー・PDF出⼒履歴
 業務処理時間
 各種権限設定

テレワーク（在宅勤務）中の各種履歴を確認できるため、
税理⼠事務所の使⽤⼈等の監督や各種権限設定により、
⾮違⾏為の防⽌になります。

詳しくは e-PAPインフォ

事務所名

住所 〒

電話番号 ご担当者名

（株）エッサム 東京営業所行 FAX：03-5256-7801 TEL：03-3256-1201

（※1）

※1 ... 業務処理履歴、および、出⼒履歴については、
2020年5⽉中旬（予定）に機能強化します。

（※1）

https://www.e-pap.info/privacypolicy/

